
 

２０２０年４月８日 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う料金請求の特別措置について 

 

株式会社ヒナタオエナジー 

 

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた皆さまのご冥福をお祈り申し上げるとともに、感

染された皆さまや生活に影響を受けられている皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。新型コロ

ナウイルス感染拡大防止に向けた「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の改正案が施行されたこと

に伴い、株式会社ヒナタオエナジー（本社：東京都港区、取締役社長：荒井 登己子）は、新型コロナ

ウイルス感染拡大により生活に影響を受けられているお客さま等からお申し出を受けた場合に、下記の

とおり電気ならびにガス料金の特別措置をさせていただきます。 

お客さま、お取引先さまの皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

記 

 

１． 電気ならびにガス料金の特別措置 

（１） 対象者 

当社と電気またはガスを契約しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響により緊急小口資金・

総合支援資金※1 の貸付がされているお客さま、および休業・失業等により一時的に電気またはガ

ス料金の支払いが困難であると当社が判断したお客さま 

 

※１：緊急小口資金・総合支援資金については、厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」をご確認下さい。 

 

（２） 特別措置の内容 

① 電気料金 

３月、４月検針分の電気料金の支払期限日※2を、お客さまからのお申し出があった場合、１か月

間延長※3いたします。 

② ガス料金 

３月、４月検針分のガス料金の支払期限日※2 を、お客さまからのお申し出があった場合、１か月

間延長※3いたします。 

 

※２：支払期限日は、マイページにてご確認をお願いいたします。なお、支払期限日を経過しても支払われない

場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息（１日あたり 0.0274％）を申し受けま

す。 

※３：お客さまのお申し出日によっては、口座引き落としが行われる場合があります。 

 

（３） その他 

お支払い期限の更なる延長等については、今後の新型コロナウイルス感染症の影響状況を踏まえ、



 

当社ホームページで別途お知らせいたします。 

２．  お問い合わせおよびお申し込み先 

ヒナタオエナジーお問い合わせ窓口：support@hinatao.co.jp 

受付時間：9:00 〜 17:00（土・日・祝日および弊社休業日） 

本日（2020 年 4 月 8 日）より受付いたします。 

以上 




